
令和３年度第８回福岡市農業委員会総会議事録 

１ 開催日時及び場所 

（１）日時   令和３年１１月１０日（水） 開会 午後 ３時２０分 

閉会 午後 ３時４５分 

（２）場所   あいれふ１０階 講堂 

２ 出席委員及び欠席委員氏名・人数 

 （１）出席委員 

 中村 光明 笠  信一 城戸 武稔 久保田  喜一 田代 文昭 

 笠  文彦 清水 源義 中村 美佐子 髙木 智代 川嶋   仁 

 柴田 清治 井手 鐡男 小賦 眞須美 牛尾 憲一 上田 義廣 

       

    以上 １５ 名 

 （２）欠席委員 

  笠  康雄 城田 知子 明永 卯太郎   

    以上   ３ 名 

３ 総会に附した議題及び審議の内容 

   別紙記載のとおり 

４ 動議及び提案者の氏名 

 （１）動議の内容 

    なし 

（２）提案者 

    なし 

５ 議事録署名人に指名された委員の氏名 

 清水 源義   中村 美佐子 

６ 書記氏名 

  國武 雅也   若松 弘恵 

７ 総会に出席した関係人の氏名 

  なし 

８ 農地利用最適化推進委員出席者 

 宮本 義和  安河内 實 川添 雅秀 進藤 弥須夫 城戸 憲一 

 中村 和久 大神 達雄 下司  弘 板倉 清人 角  一三 

 馬場 雄治 安永 明弘 西嶋 愼二 青栁 善滿 三笘 義則 

 髙宮 秀之 山田  厚 吉積 俊彦 塚本 喜代太 久保 篤美 

 徳重  茂 大神 常夫※ 宗  義治 冨田 一夫 西  康晴 

 ※印の委員はリモートでの出席    

９ 事務局出席者 

 髙本 英一 古島 美保 宮原 信彦 岡﨑 麻子 志藤 伸一 

 水清田 俊介 桑野 綾子    
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議   長 

 

 

 

 

 

 

 

 

それでは、ただいまより、令和３年度第８回福岡市農業委員会総会を開会

いたします。 

農業委員定数１９名中１５名が出席されており、定足数を満たしておりま

すので、総会は成立いたします。 

本日の議事は、審議事項の議案が１０件、報告事項が７件となっておりま

す。 

議事運営につきまして、ご協力のほどよろしくお願いいたします。 

議事に入ります前に、本日の総会の議事録署名人について、「清水 源義 

委員」と「中村 美佐子 委員」を指名します。よろしくお願いいたします。 

それでは、議事に入ります。 

 

 案件１ 農地に係る事項 

議題第１号 

「農地法第３条の規定による許可申請」について 

 

議    長 

 

 

審議事項の議題第１号「農地法第３条の規定による許可申請」について、 

事務局より説明をお願いします。 

 

西 部 出 張 所 長 

 

（議案第１号～第５号について、資料により説明） 

 

議    長 

 

ただ今、事務局より説明がありました議案第１号から第５号について、現

地調査をされた推進委員に意見をお伺いします。 

議案第１号及び第２号について、担当区域の推進委員お願いします。 

 

推 進 委 員 

 

議案第１号については、譲受人はＪＡ職員ですが、譲渡人は足腰が弱いの

で、殆どの作業は譲受人がしています。稲作の指導員もしていましたので、

水関係、農薬関係、また地域との関係に対しても問題ありません。 

また、議案第２号については、随分前に譲受人から譲渡人に持ち分を贈与

していたようですが、譲渡人が申請地を管理できないため、持ち分を譲受人

に戻すとのことであり、問題はないと思います。 

 

議    長 

 

議案第３号及び第４号について、担当区域の推進委員お願いします。 

 

推 進 委 員 

 

 

議案第３号については、昨日現地を見に行きましたら、写真よりもう少し

畑の形になっておりました。写真の上の方が宿泊施設の駐車場予定地で、横

が側溝になっており、問題はないと思います。 

次に、議案第４号です。１１月２日に譲受人の父親と会い説明を受けまし



№2 

たが、問題はないと思います。 

 

議    長 

 

議案第５号について、担当区域の推進委員お願いします。 

推 進 委 員 

 

元々譲受人宅の上にあった譲渡人の屋敷が崩れた時に、譲受人がその宅地

を買いたいと申し出たところ、申請地も一緒に買ってほしいという話にな

り、今回の３条申請になりました。１０月２９日に譲受人の父親と一緒に現

地に行きましたが、３条申請は問題ないと思います。 

 

議    長 事務局からの説明及び現地調査の結果についての推進委員の意見をお聞

きしましたが、ご意見・ご質問はありませんか。 

 

 （意見・質問なし） 

 

議    長 それでは、議案第１号から第５号まで、一括して採決を行います。 

議案第１号から第５号に関して、原案に賛成する委員の挙手を求めます。 

 

（全員挙手） 

 

議   長  全員賛成ですので、議案第１号から第５号は原案どおり可決しました。 

 

 議題第２号 

「農地法第５条第１項の規定による許可申請」について 

 

議 長 

 

 

次に、議題第２号「農地法第５条第１項の規定による許可申請」について、

事務局より説明をお願いします。 

 

農 地 調 整 係 長 （議案第６号について、資料により説明） 

 

議    長 ただ今、事務局より説明がありました議案第６号について、現地調査をさ

れた推進委員の方にご意見を伺います。 

担当区域の推進委員お願いします。 

 

推 進 委 員 

 

１１月４日に現地調査を行いましたが、今事務局から説明がありましたと

おり何の問題もなかったことを報告いたします。 

 

議    長 事務局からの説明及び現地調査の結果についての推進委員の意見をお聞

きしましたが、この許可申請について、ご意見・ご質問はありませんか。 
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（意見・質問なし） 

 

議    長 

 

 

 

それでは、議案第６号について、採決を行います。 

議案第６号に関して、原案に賛成する委員の挙手を求めます。 

 

（全員挙手） 

 

議    長 全員賛成ですので、議案第６号は原案どおり可決しました。 

 

 議題第３号 

「非農地証明の発行」について 

 

議    長 次に、議題第３号「非農地証明の発行」について、事務局より説明をお願

いします。 

 

農 地 調 整 係 長 

 

（議案第７号～第９号について、資料により説明） 

議    長 ただ今、事務局より説明がありました議案第７号から第９号について、現

地調査をされた推進委員に意見をお伺いします。 

担当区域の推進委員お願いします。 

 

推 進 委 員 

 

１１月４日に現地調査を行っております。申請地は市街化区域です。それ

ぞれの申請地は全部、またはその一部分が来年に建設が予定されている共同

住宅の開発区域となっております。 

それぞれの申請地の現況につきまして、第７号は雑木や雑草、竹、また第

８号及び第９号は、雑草、笹、竹等が茂っているという状況で、それぞれ農

地には該当しないと考えます。 

 

議    長 事務局からの説明及び現地調査の結果についての推進委員の意見をお聞

きしましたが、ご意見・ご質問はありませんか。 

 

 

 

（意見・質問なし） 

 

議    長 

 

 

 

 

それでは議案第７号から第９号について、一括して採決を行います。 

議案第７号から第９号に関して、原案に賛成する委員の挙手を求めます。 

 

（全員挙手） 
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議    長 

 

全員賛成ですので、議案第７号から第９号は原案どおり可決しました。 

 

 

 

議題第４号 

「非農地証明の不発行」について 

 

議 長 

 

 

次に、議題第４号「非農地証明の不発行」について、事務局より説明をお

願いします。 

 

農 地 調 整 係 長 

 

（議案第１０号について、資料により説明） 

 

議 長 

 

 

ただ今、事務局より説明がありました議案第１０号について、現地調査を

された推進委員に意見をお伺いします。 

担当区域の推進委員お願いします。 

 

推 進 委 員 

 

 

１１月４日に現地調査を行っております。申請地のうち、現状原野化して

いる部分は竹、笹、雑草が茂っております。また一部手入れをして柑橘系の

苗が植えられている部分があり、申請地全体の３分の１ほどを占めており、

その部分は農地として使用されていると考えられます。したがって非農地証

明の不発行は妥当だと考えます。 

 

議 長 

 

 

事務局からの説明及び現地調査の結果についての推進委員の意見をお聞

きしましたが、ご意見・ご質問はありませんか。 

 

 

 

（意見・質問なし） 

 

議 長 

 

それでは議案第１０号について、採決を行います。 

議案第１０号に関して、原案に賛成する委員の挙手を求めます。 

 

（全員挙手） 

 

議 長 

 

 

 

 全員賛成ですので、議案第１０号は、原案どおり可決されました。 

次に、報告事項につきましては、書面による報告とし、説明は省略してい

ますが、報告第４号及び第６号については、事務局から説明の申し出があり

ましたので事務局から説明をお願いします。 

 

報告第４号 

「公共工事に関する農地の一時利用届出」について 
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西 部 出 張 所 長 

 

（報告事項第４号について、資料により説明） 

 報告第６号 

「油山牧場における採草放牧地の取り扱い」について 

 

農 地 調 整 係 長 

 

（報告事項第６号について、資料により説明） 

 

 案件２ 農政に係る事項 

報告第７号 

「令和３年度福岡市の農業施策に関する意見書の提出」について 

 

議 長 

 

それでは、案件２「農政に係る事項」に移ります。 

報告第７号「令和３年度福岡市の農業施策に関する意見書の提出」につい

ては、私よりご報告します。 

去る１０月２６日に副会長２名と私の３名で市長へ意見書を提出し、特に

新規参入の促進について、皆様を代表して意見を述べさせていただきまし

た。 

市長からは、日頃の福岡市の農業施策への力添えに対する感謝の意が冒頭

にありました。その後、農業者の高齢化や後継者不足など農業が直面してい

る課題について、何が参入の妨げになっているかを考え、農業者の所得向上

を後押しすると同時に、若い人や女性なども新規参入しやすくなるような形

を考えていきたいとのお話をいただきました。 

意見書の提出についての報告は以上です。 

その他ご意見・ご質問がないようであれば、これで本日予定しておりまし

た議事はすべて終了いたしました。円滑な進行にご協力いただきありがとう

ございました。 

それではこれで、令和３年度第８回福岡市農業委員会総会を閉会いたしま

す。 

なお、次回の総会は、令和３年１２月１０日金曜日１４時３０分から、あ

いれふ１０階講堂での開催を予定しております。 

 

 

 


